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随意契約の理由

　本工事は、変圧器の更新工事を目的とするものである。
一方別途契約の「市民防災総合センター本館等内装改修他電気設備工事」において変圧器更新については、省
エネ法新基準適合変圧器の納期が不透明であり、工期内に確実な施工が可能か判断できなかったことから、当
初、本工事に含める想定とはしていなかったものである。
しかしながら、工事契約締結後にメーカーに最新の製作納期を確認した結果、別工事の施工期間内での施工が
可能であることが判明した。
当該変圧器更新工事は、施設全体の停電を伴う作業であり、単独で実施する場合には、改めて停電調整を行う
必要が生じるほか、工程管理および安全管理体制を再構築する必要がある。これにより、本工事と同一箇所・同
一設備に対する停電作業が重複し、施設運営および事業執行上の支障が生じるおそれがある。
このため、既存工事との施工調整、工程管理および責任区分を明確にする観点より、上記業者と別途随意契約
する。
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